
 

令和３年１１月２５日 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年第５回 

宮代町議会定例会議案書 



議案番号 件        名 頁 

   

議案第５７号 専決処分の承認を求めることについて 
（令和３年度宮代町一般会計補正予算（専決第２号）） 

１ 

議案第５８号 宮代町教育支援センター設置及び管理条例について ３ 

議案第５９号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例について 

５ 

議案第６０号 宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい
て 

７ 

議案第６１号 宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一
部を改正する条例について 

９ 

議案第６２号 町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例

について 

１１ 

議案第６３号 教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条
例について 

１３ 

議案第６４号 宮代町課設置条例の一部を改正する条例について １５ 

議案第６５号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正す
る条例について 

１８ 

議案第６６号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正す

る条例について 

２０ 

議案第６７号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する

条例について 

２２ 

議案第６８号 宮代町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の
一部を改正する条例について 

２４ 

議案第６９号 指定管理者の指定について ２６ 

議案第７０号 宮代町公平委員会の委員の選任につき同意を求めることにつ
いて 

２７ 

議案第７１号 宮代町公平委員会の委員の選任につき同意を求めることにつ
いて 

２８ 

議案第７２号 宮代町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求め
ることについて 

２９ 

議案第７３号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ
いて 

３０ 

    



議案番号 件        名 頁 

   

議案第７４号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ
いて 

３１ 

議案第７５号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ
いて 

３２ 

議案第７６号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ
いて 

３３ 

議案第７７号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ
いて 

３４ 

議案第７８号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ
いて 

３５ 

議案第７９号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

３６ 

議案第８０号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ
いて 

３７ 

議案第８１号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ
いて 

３８ 

議案第８２号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ
いて 

３９ 

議案第８３号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

４０ 

議案第８４号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

４１ 

議案第８５号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ
いて 

４２ 

議案第８６号 宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

４３ 

議案第８７号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて ４４ 

議案第８８号 令和３年度宮代町一般会計補正予算（第６号） ４５ 

議案第８９号 令和３年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）に
ついて 

４６ 

議案第９０号 令和３年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第３号）について ４７ 

   



議案番号 件        名 頁 

   

議案第９１号 令和３年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）
について 

４８ 

議案第９２号 令和３年度宮代町水道事業会計補正予算（第２号）について ４９ 

議案第９３号 令和３年度宮代町下水道事業会計補正予算（第２号）について ５０ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    



 １  

 

議案第５７号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

令和３年度宮代町一般会計補正予算（専決第２号）について、別紙のとおり専決

処分したので、その承認を求める。 

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 新型コロナウイルスワクチン３回目接種に要する経費を緊急に計上する必要が生

じたことから、令和３年度宮代町一般会計予算に２億２，７４１万１，０００円を

追加し、総額を１１４億７，５１５万２，０００円とすることについて専決処分を

したので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、この案を提出するものであ

る。 

 



 ２  

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７条）第１７９条第１項の

規定により、専決処分する。 

 

   令和３年度宮代町一般会計補正予算（専決第２号）（別冊） 

 

  令和３年１０月２８日 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 



 ３  

 

議案第５８号 

 

   宮代町教育支援センター設置及び管理条例について 

 

宮代町教育支援センター設置及び管理条例を別紙のとおり提出する。 

 

  令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

      提 案 理 由 

 教育相談及び不登校等児童生徒の支援を行うため、宮代町教育支援センター設置

及び管理条例を制定したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、

この案を提出するものである。 

 



 ４  

 

宮代町教育支援センター設置及び管理条例 

 （目的及び設置） 

第 1条 不登校等児童生徒及びその保護者等に対し、教育相談、生活指導、学習指

導等を包括的に実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第３０条の規定に基づき、宮代町教育支援センター（以

下「支援センター」という。）を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名  称 位  置 

宮代町教育支援センター 宮代町中央三丁目６番１１号 

 （業務） 

第３条 支援センターは、次に掲げる業務を行う。 

（１）児童生徒、保護者等の教育相談に関すること。 

（２）不登校等児童生徒の生活指導及び学習指導に関すること。 

（３）前２号に掲げるもののほか、支援センターの設置の目的を達成するために必

要な事業に関すること。 

（管理） 

第４条 支援センターは、宮代町教育委員会（以下「教育委員会」という。）が管

理する。 

（職員） 

第５条 支援センターに、所長その他必要な職員を置く。 

（開所日等） 

第６条 支援センターの開所日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、次

に掲げる日を除く。 

（１）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（２）県民の日を定める条例（昭和４６年埼玉県条例第５８号）に規定する日 

（３）１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日まで 

２ 教育委員会は、前項に規定する日のほか、支援センターの管理運営上必要があ

ると認めるときは、臨時に、休所し、又は開所することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、支援センターの管理運営に関し必要な事項

は、教育委員会が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



 ５  

 

議案第５９号 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の

一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例について 

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部

改正に伴う関係条例の整理に関する条例を別紙のとおり提出する。 

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部

改正に伴い、関係条例の整理をしたいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規

定により、この案を提出するものである。 

 

 

 



 ６  

 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の

一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例 

（宮代町個人情報保護条例の一部改正） 

第１条 宮代町個人情報保護条例（平成１１年宮代町条例第１７号）の一部を次の

ように改正する。 

第２３条の２中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に、「第１９条第７号」を「第

１９条第８号」に、「同条第８号」を「同条第９号」に改める。 

（宮代町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正） 

第２条 宮代町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７

年宮代町条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第１条及び第５条中「第１９条第１０項」を「第１９条第１１号」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



 ７  

 

議案第６０号 

 

宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 

宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 

令和３年１１月２５日提出          

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

 

提 案 理 由 

 人事院勧告に基づき、町職員の期末手当の支給割合の改定を行うため、宮代町職

員の給与に関する条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号

の規定により、この案を提出するものである。 

 

 



 ８  

 

宮代町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条  宮代町職員の給与に関する条例（昭和３０年宮代町条例第６号）の一部を 

次のように改正する。 

第１７条第２項中「１００分の１２７．５」を「、６月に支給する場合には１

００分の１２７．５、１２月に支給する場合には１００分の１１２．５」に改め、

同条第３項中「「１００分の１２７．５」」を「「、６月に支給する場合には１

００分の１２７．５、１２月に支給する場合には１００分の１１２．５」」に、

「「１００分の７２．５」」を「「、６月に支給する場合には１００分の７２．

５、１２月に支給する場合には１００分の６２．５」」に改める。 

第２条 宮代町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１７条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１２７．５、１２月

に支給する場合には１００分の１１２．５」を「１００分の１２０」に改め、同

条第３項中「「、６月に支給する場合には１００分の１２７．５、１２月に支給

する場合には１００分の１１２．５」」を「「１００分の１２０」」に、「「、

６月に支給する場合には１００分の７２．５、１２月に支給する場合には１００

分の６２．５」」を「「１００分の６７．５」」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年４月１

日から施行する。 



 ９  

 

議案第６１号 

 

宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例について 

 

宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり提出する。 

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 人事院勧告に基づく町職員の給与改定に準じて、町議会議員の期末手当の支給割

合の改定を行うため、宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提

出するものである。 

 

 

 



 １０  

 

宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３４年宮代

町条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「１００分の２２２．５」を「、６月に支給する場合には１０

０分の２２２．５、１２月に支給する場合には１００分の２０７．５」に改める。 

第２条 宮代町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

  第５条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の２２２．５、１２月に

支給する場合には１００分の２０７．５」を「１００分の２１５」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年４月１ 

日から施行する。 

 



 １１  

 

議案第６２号 

 

町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出

する。 

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

人事院勧告に基づく町職員の給与改定に準じて、町長及び副町長の期末手当の支

給割合の改定を行うため、町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正した

いので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するもので

ある。 

 

 



 １２  

 

町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 町長及び副町長の給与等に関する条例（昭和４４年宮代町条例第７号）の

一部を次のように改正する。 

  第６条第２項中「１００分の２２２．５」を「、６月に支給する場合には１０

０分の２２２．５、１２月に支給する場合には１００分の２０７．５」に改める。 

第２条 町長及び副町長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の２２２．５、１２月に

支給する場合には１００分の２０７．５」を「１００分の２１５」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年４月１ 

日から施行する。 

 

 



 １３  

 

議案第６３号 

 

教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提

出する。 

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

人事院勧告に基づく町職員の給与改定に準じて、教育委員会教育長の期末手当の

支給割合の改定を行うため、教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正

したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するも

のである。 

 

 

 



 １４  

 

教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和４４年宮代町条例第８号）

の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項中「１００分の２２２．５」を「、６月に支給する場合には１０

０分の２２２．５、１２月に支給する場合には１００分の２０７．５」に改める。 

第２条 教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の２２２．５、１２月に

支給する場合には１００分の２０７．５」を「１００分の２１５」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年４月１ 

日から施行する。 

 



 １５  

 

議案第６４号 

 

宮代町課設置条例の一部を改正する条例について 

 

 宮代町課設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

し尿及び浄化槽汚泥処理に係る事務が令和６年度に久喜宮代衛生組合から宮代町

に移管されることに伴い新たな課を設置するため、宮代町課設置条例の一部を改正

したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するも

のである。 



 １６  

 

宮代町課設置条例の一部を改正する条例について 

宮代町課設置条例（平成６年宮代町条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第１条中第１０号を第１１号とし、第６号から第９号までを１号ずつ繰り下げ、

第５号の次に次の１号を加える。 

（６）環境資源課 

第２条の表企画財政課の項を次のように改める。 

企画財政課 １ 町の総合計画及び総合調整に関する事項 

２ 町政運営の企画に関する事項 

３ 行政改革に関する事項 

４ 市民参加に関する事項 

５ 情報化に関する事項 

６ 統計に関する事項 

７ 財政に関する事項 

８ 財産の管理に関する事項 

９ 用地の取得に関する事項 

第２条の表中 

「 
   

町民生活課 １ 環境衛生に関する事項 

２ 交通安全に関する事項 

３ 防災に関する事項 

４ 防犯に関する事項 

５ 生涯学習推進に関する事項 

６ 市民参加に関する事項 

７ コミュニティに関する事項 
」を    

「 
   

町民生活課 １ 交通安全に関する事項 

２ 防災に関する事項 

３ 防犯に関する事項 

４ 生涯学習推進に関する事項 

５ コミュニティに関する事項 

 

 環境資源課 １ 環境保全に関する事項 

２ 環境衛生に関する事項 

３ 廃棄物の処理及び清掃に関する事項 
」に    

改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 



 １７  

 

（宮代町廃棄物処理検討委員会条例の一部改正） 

２ 宮代町廃棄物処理検討委員会条例（平成２７年宮代町条例第４号）の一部を次

のように改正する。 

第９条中「町民生活課」を「環境資源課」に改める。 

 



 １８  

 

議案第６５号 

 

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り提出する。 

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

人事院勧告に基づく国家公務員の休暇制度の見直しに準じ、町職員の休暇制度の変

更を行うため、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正したいので、

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 



 １９  

 

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年宮代町条例第６号）の一

部を次のように改正する。 

第２条第４項中「一般職の任期付職員の採用に関する条例」を「一般職の任期付

職員の採用等に関する条例」に改める。 

第１４条第２項第６号中「（昭和２２年法律第４９号）」を削り、同項第２１号

ウ中「イ及びロ」を「ア及びイ」に改め、同号を同項第２２号とし、同項第１７号

から第２０号までを１号ずつ繰り下げ、同項第１６号中「第１５条」を「次条」に

改め、同号を同項第１７号とし、同項中第１３号から第１５号までを１号ずつ繰り

下げ、第１２号の次に次の１号を加える。 

（１３）職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認めら

れる場合 １の年において５日（当該通院等が対外受精その他の任命権者が定

める不妊治療に係るものである場合にあっては、１０日）の範囲内の期間 

第１４条第３項中「第１６号」を「第１７号」に改め、同条第４項中「第１５号」

を「第１６号」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第５項中「第１５号」を「第

１６号」に改める。 

附 則 

この条例は、令和４年１月１日から施行する。 



 ２０  

 

議案第６６号 

 

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り提出する。 

 

 令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

宮代町道仏土地区画整理組合が解散したことに伴い、公益的法人等への職員

の派遣等に関する条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１

号の規定により、この案を提出するものである。 

 

 



 ２１  

 

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例 

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年宮代町条例第１号）の 

一部を次のように改正する。 

第２条第１項第２号を削り、第３号を第２号とする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



 ２２  

 

議案第６７号 

 

一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり

提出する。 

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

 人事院勧告に基づく町職員の給与改定に準じて、一般職の特定任期付職員の期末

手当の支給割合の改定を行うため、一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一

部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提

出するものである。 

 

 



 ２３  

 

一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１７年宮代町条例第３５

号）の一部を次のように改正する。 

第９条第２項中「「１００分の１２７．５」」を「「６月に支給する場合には

１００分の１２７．５、１２月に支給する場合には１００分の１１２．５」」に、

「「１００分の１６７．５」」を、「「６月に支給する場合には１００分の１６

７．５、１２月に支給する場合には１００分の１５７．５」」に改める。 

第２条 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第９条第２項中「「６月に支給する場合には１００分の１２７．５、１２月に

支給する場合には１００分の１１２．５」」を「「１００分の１２０」」に、「「６

月に支給する場合には１００分の１６７．５、１２月に支給する場合には１００

分の１５７．５」」を「「１００分の１６２．５」」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和４年４月１

日から施行する。 

 

 



 ２４  

 

議案第６８号 

 

宮代町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する

条例について 

 

宮代町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のとおり提出する。 

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 都市計画法施行令の一部改正に伴い、宮代町都市計画法に基づく開発許可等の基

準に関する条例の一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定

により、この案を提出するものである。 

 

 



 ２５  

 

宮代町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する

条例 

 宮代町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例（令和２年宮代町条例

第３２号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項ただし書及び第６条ただし書中「第８条第１項第２号ロからニまで」

を「第２９条の９各号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 



 ２６  

 

議案第６９号 

 

指定管理者の指定について 

 

次のとおり指定管理者を指定することについて議決を求める。 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地 

施 設 の 名 称 施 設 の 所 在 地 

はらっパーク宮代 宮代町字金原２９５番地 

２ 指定管理者に指定する団体の名称及び所在地 

 団体の名称  日本環境マネジメント株式会社 

 団体の所在地  埼玉県さいたま市浦和区仲町一丁目１２番１号 

３ 指定の期間 

 令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 はらっパーク宮代の指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第

６項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 



 ２７  

 

議案第７０号 

 

宮代町公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについて 

 

次の者を宮代町公平委員会の委員に選任することについて同意を求める。 

１ 住  所                    

２ 氏  名  鈴 木 誠 治 

３ 生年月日             

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 新たに鈴木誠治氏を公平委員会の委員に選任したいので、地方公務員法第９条の

２第２項の規定により、この案を提出するものである。 



 ２８  

 

議案第７１号 

 

宮代町公平委員会の委員の選任につき同意を求めることについて 

 

次の者を宮代町公平委員会の委員に選任することについて同意を求める。 

１ 住  所                       

２ 氏  名  布 目 か よ 子 

３ 生年月日            

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 現公平委員会の委員である布目かよ子氏を引き続き委員に選任したいので、地方

公務員法第９条の２第２項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 



 ２９  

 

議案第７２号 

 

宮代町固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて 

 

次の者を宮代町固定資産評価審査委員会の委員に選任することについて同意を求

める。 

１ 住  所                       

２ 氏  名  岡 野 裕 美 子 

３ 生年月日             

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

新たに岡野裕美子氏を固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、地方税

法第４２３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 



 ３０  

 

議案第７３号 

 

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。 

１ 住  所                     

２ 氏  名  深 井 一 郎 

３ 生年月日             

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

新たに深井一郎氏を宮代町農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 



 ３１  

 

議案第７４号 

 

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。 

１ 住  所                      

２ 氏  名  川 田 美 千 代 

３ 生年月日              

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

新たに川田美千代氏を宮代町農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等

に関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 



 ３２  

 

議案第７５号 

 

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。 

１ 住  所                    

２ 氏  名  島 村 重 昭 

３ 生年月日            

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

 

提 案 理 由 

現宮代町農業委員会の委員の島村重昭氏を引き続き委員に任命したいので、農業

委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 



 ３３  

 

議案第７６号 

 

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。 

１ 住  所                       

２ 氏  名  大 島 悟 

３ 生年月日             

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

 

提 案 理 由 

現宮代町農業委員会の委員の大島悟氏を引き続き委員に任命したいので、農業委

員会等に関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 



 ３４  

 

議案第７７号 

 

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。 

１ 住  所                       

２ 氏  名  日 下 部 好 克 

３ 生年月日              

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

 

提 案 理 由 

現宮代町農業委員会の委員の日下部好克氏を引き続き委員に任命したいので、農

業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 



 ３５  

 

議案第７８号 

 

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。 

１ 住  所                     

２ 氏  名  冨 田 髙 治 

３ 生年月日            

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

 

提 案 理 由 

現宮代町農業委員会の委員の冨田髙治氏を引き続き委員に任命したいので、農業

委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 



 ３６  

 

議案第７９号 

 

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。 

１ 住  所                   

２ 氏  名  岩 本 勝 正 

３ 生年月日             

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

新たに岩本勝正氏を宮代町農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 



 ３７  

 

議案第８０号 

 

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。 

１ 住  所                      

２ 氏  名  折 原 正 英 

３ 生年月日              

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

現宮代町農業委員会の委員の折原正英氏を引き続き委員に任命したいので、農業

委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 



 ３８  

 

議案第８１号 

 

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。 

１ 住  所                      

２ 氏  名  岡 村 宏 一 

３ 生年月日              

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

現宮代町農業委員会の委員の岡村宏一氏を引き続き委員に任命したいので、農業

委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 



 ３９  

 

議案第８２号 

 

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。 

１ 住  所                        

２ 氏  名  森 山 松 年 

３ 生年月日             

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

現宮代町農業委員会の委員の森山松年氏を引き続き委員に任命したいので、農業

委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 



 ４０  

 

議案第８３号 

 

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。 

１ 住  所                   

２ 氏  名  齋 藤 幸 江 

３ 生年月日             

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

現宮代町農業委員会の委員の齋藤幸江氏を引き続き委員に任命したいので、農業

委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 



 ４１  

 

議案第８４号 

 

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。 

１ 住  所                        

２ 氏  名  中 野 松 夫 

３ 生年月日            

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

新たに中野松夫氏を宮代町農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 



 ４２  

 

議案第８５号 

 

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。 

１ 住  所                       

２ 氏  名  福 澤 邦 夫 

３ 生年月日             

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

新たに福澤邦夫氏を宮代町農業委員会の委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 



 ４３  

 

議案第８６号 

 

宮代町農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

次の者を宮代町農業委員会の委員に任命することについて同意を求める。 

１ 住  所                     

２ 氏  名  飯 塚 信 利 

３ 生年月日             

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

現宮代町農業委員会の委員の飯塚信利氏を引き続き委員に任命したいので、農業

委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 



 ４４  

 

議案第８７号 

 

人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

次の者を人権擁護委員の候補者として推薦することについて意見を求める。 

１ 住  所                       

２ 氏  名  田 口 孝 雄 

３ 生年月日            

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

      提 案 理 由 

 現人権擁護委員である田口孝雄氏を引き続き委員に推薦したいので、人権擁護委

員法第６条第３項の規定により、この案を提出するものである。 



 ４５  

 

議案第８８号 

 

令和３年度宮代町一般会計補正予算（第６号）について 

 

令和３年度宮代町一般会計補正予算（第６号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

事業実績の確定による国県支出金の返還及び交通安全対策に係る経費等の追加

並びに職員の給与改定等による減額に伴い、令和３年度宮代町一般会計予算から

５，８８２万３，０００円を減額し、総額を１１４億１，６３２万９，０００円

とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出

するものである。 



 ４６  

 

議案第８９号 

 

令和３年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 

 

令和３年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出

する。 

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

職員の給与改定に伴い、令和３年度宮代町国民健康保険特別会計予算から

４１万１,０００円を減額し、総額を３６億３，３９９万円とすることについ

て、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するものであ

る。 



 ４７  

 

議案第９０号 

 

令和３年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 

 

令和３年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

職員の給与改定及び国庫補助金の交付等に伴い、令和３年度宮代町介護保険特別

会計予算から９２万８，０００円を減額し、総額を３３億４，２７３万円とするこ

とについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するもので

ある。 



 ４８  

 

議案第９１号 

 

令和３年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 

 

令和３年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提

出する。 

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 職員の給与改定に伴い、令和３年度宮代町後期高齢者医療特別会計予算から

２０万１，０００円を減額し、総額を５億５，４９４万円とすることについて、

地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出するものである。



 ４９  

 

議案第９２号 

 

   令和３年度宮代町水道事業会計補正予算（第２号）について 

 

 令和３年度宮代町水道事業会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 職員の給与改定に伴い、令和３年度宮代町水道事業会計予算の第３条予算につい

て、収益的支出を５２万７，０００円減額することについて、地方自治法第２１８

条第１項の規定により、この案を提出するものである。



 ５０  

 

議案第９３号 

 

   令和３年度宮代町下水道事業会計補正予算（第２号）について 

 

 令和３年度宮代町下水道事業会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和３年１１月２５日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 職員の給与改定に伴い、令和３年度宮代町下水道事業会計予算の第３条予算につい

て、収益的支出を２３万５，０００円減額することについて、地方自治法第２１８条

第１項の規定により、この案を提出するものである。 

 


